
 

令和８年度保育料の決定について 

１ 保育料は税額で決まります 

① 保育料（保育園（認定こども園）を利用する場合の利用者負担額のこと。以下『保育料』といい

ます。）は、児童の父母またはそれ以外の扶養義務者(基本的に児童の父母分)の市町村民税額等に

よって決定します。ただし、住宅借入金等特別税額控除・配当控除・寄附金税額控除等は適用さ

れません。 

② 令和８年度保育料の４月分から８月分は令和７年度分の市町村民税額によって、９月分以降は令

和８年度分の市町村民税額によって決定されますので、保育料は９月から変更されます（下表参

照）。 

③ 祖父母等と同居しているかたで、父母に市町村民税が課税されていない場合、祖父母等を｢家計の

主宰者｣と認定し、祖父母等の市町村民税額で保育料を決定することがあります。 

④ 父母や祖父母等の税額が不明な未申告世帯の場合、児童の年齢の最高額の保育料・副食費を納め

ていただく場合がありますので、ご注意ください。 

 

２ 令和８年度 西尾市保育料・副食費一覧表 (R1.10.1 改定) 

年齢は R8.4.1 現在の年齢です 

西尾市特別利用保育利用児保育料・副食費一覧表(R2.4.1 改定) 

(※１)保育料・副食費を算定する市町村民税所得割課税額には、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、寄附金税額控除

等を適用しません。 

(※２)私立保育園・認定こども園の副食費は園にて徴収させていただきます。また、副食費は施設ごとに異なります。 

(※３)土曜日を利用し、給食を受ける場合は、別途１食当たり副食費２５０円を徴収させていただきます。（３歳以上児

のみ） 

(※４)特別利用保育利用児については、８月分の副食費は徴収しません。 
 
 

令和８年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

市町村民税 令和７年度分市町村民税 令和８年度分市町村民税 

階  層  区  分（※１） 
３歳未満児 ３歳以上児 

保育料 
（副食費を含む） 

保育料 副食費 

１ 生活保護法による被保護世帯 ０円 ０円 

０円 

２ 市町村民税 非課税世帯 ０円 ０円 

３ 
市町村民税所得割非課税世帯及び市町村民税 

市町村民税所得割課税額４８,５９９円以下 
９，０００円 ０円 

４ 
４８，６００円～５７，６９９円 

１２，６００円 ０円 
５７，７００円～７４，９９９円 ４，５００円 

（ひとり親等世帯のみ０円） 
（※３） 

５ 
７５，０００円～７７，１００円 

１８，８００円 ０円 
７７，１０１円～９６，９９９円 

４，５００円 
（※３） 

６ ９７，０００円～１０９，９９９円 ２１，８００円 ０円 

７ １１０，０００円～１３９，９９９円 ２７，８００円 ０円 

８ １４０，０００円～１６８，９９９円 ３４，８００円 ０円 

９ １６９，０００円～２００，９９９円 ４０，８００円 ０円 

10 ２０１，０００円～３９６，９９９円 ４４，８００円 ０円 

11 ３９７，０００円以上 ４６，０００円 ０円 

階  層  区  分（※１） 保育料（月額） 副食費（月額） 

１ 生活保護法による被保護世帯 

０円 

０円 ２ 市町村民税 非課税世帯または市町村民税所得割非課税世帯 

３ 市町村民税所得割課税額 ７７,１００円以下 

４ ７７，１０１円～２１１，２００円 ３，２００円 

（※４） ５ ２１１，２０１円以上 
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▼ひとり親世帯または在宅障がい児（者）がいる世帯の多子世帯の保育料、長時間保育料の軽減（R1.10.1 改定） 

入園している 

児童の順位 

（※１） 

第２階層 第３階層 第４階層 

第５階層以上 

市民税所得割額

75,000 円～77,100 円 

市民税所得割額 

77,101 円以上 

（多子世帯軽減対象外） 

第 １ 子 免 除（無料） １，６００円 
１，６００円

（※２） 

１，６００円 

（※２） 

 

第 ２ 子 免 除（無料） 免 除（無料） 免 除（無料） 免 除（無料）  

第 ３子以降 免 除（無料） 免 除（無料） 免 除（無料） 免 除（無料）  

（※１） 保護者が養育・監護する子ども全員がカウント対象であり、年齢制限はありません。 
（※２） 保育料は１，６００円となりますが、長時間保育料は５割軽減となります。 

▼多子世帯の保育料、長時間保育料の軽減（Ｈ29.4.1 改定） 

※ 保護者が養育・監護する子ども全員がカウント対象であり、年齢制限はありません。 
 

▼兄弟姉妹で同時入園している場合の長時間保育料の軽減（Ｈ27.4.1 改定） 

※ 兄弟姉妹同時入園の対象は保育園・幼稚園・認定こども園（無認可保育園は除く）・児童発達支援などの利用児童です。 
 ※ 所得に制限はありません。 
 ※ 多子世帯の保育料、長時間保育料の軽減に該当する場合は、多子世帯の軽減が優先されます。 
 
 
 
 
 
 
 

入園している 

児童の順位 

（※） 

市民税非課税・市民税 
所得割額 57,700 円未満 市民税所得割額57,700円

以上（多子世帯軽減対象外） 
第２階層 

第３階層 

第４階層（57,700 円未満） 

第 １ 子 １０割（軽減なし） １０割（軽減なし）  

第 ２ 子 免 除（無料） ５割（５割軽減）  

第 ３子以降 免 除（無料） 免 除（無料）  

対 象 児 童 軽減後の長時間保育料 

最 も 年 齢 の 高 い 児 童 10 割（軽減なし） 

次 に 年 齢 の 高 い 児 童 ５割（５割軽減） 

そ の 他 の 児 童 免 除（無料） 

同時入園している場合の
保育料、長時間保育料の
軽減のみ （下記を参照） 

同時入園して
いる場合の保
育料、長時間
保育料の軽減
のみ 

■保育料と副食費のイメージ 

３歳未満児（０～２歳）          ３歳児以上児 

  

 

保育料 

（副食費を含む） 

副食費 

主食費（無料） 

 

保育料 

（無償化） 

※令和元年 10 月以降 

 

副食費 

主食費（無料） 

保育料（副食費を除く）

が無償化されます。 

給食費（うち副食費分）

を保護者負担とさせて

いただきます。 
副食費は保育料

に含まれていま

す。 



 

 

▼第２子以降の保育料・長時間保育料・副食費の無料化（第２子：R7.10.1 改定、第３子以降：R1.10.1 改定） 

 

３ 長時間保育について 

午前８時以前または午後４時以降の長時間保育を利用される方は、保育料のほかに、利用時間帯に応
じて下表の長時間保育料を納めていただきます。なお、長時間保育料は保育料に加算し、軽減の対象と
なります。 

▼長時間保育料（R1.10.1 改定） 

利用区分 
利用時間帯 

（※注 各園の開園時間により異なります） 

長時間保育料（月額） 

保育短時間認定（全児童） 

保育標準時間認定（３歳未満児） 
保育標準時間認定 

（３歳以上児） 

Ａコース 午前７時３０分 ～ 午後４時３０分 １，０００円 ０円 

Ｂコース 午前７時３０分 ～ 午後５時３０分 ２，０００円 ０円 

Ｃコース 午前７時３０分 ～ 午後６時３０分 ３，０００円 ０円 

Ｄコース 午前７時    ～ 午後７時３０分 ４，０００円 ４，０００円 

認定変更申請（短時間⇔標準時間）は月末を期限とし、翌月適用とします。 

①長時間保育料が無料になる方 

・保育料の第１階層 ・保育料の第２階層 

・保育料の第３階層のうち、ひとり親世帯及び在宅障がい児(者)のいる世帯 

②長時間保育の利用時間帯の考え方 

 保護者の保育必要量によって利用してください。「就労証明書」に記載された残業時間、通勤時間を加味し

た時間での利用に限ります。また、園によって開園時間が異なりますのでご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

③月途中の利用開始及び利用停止の場合、長時間保育料の日割り計算は行いません。 

④曜日によって利用時間が異なる場合、長時間保育料の最も高い利用区分（コース）の曜日の金額を月額と

します。 

⑤月途中に利用区分（コース）を変更する場合は、変更前後にかかわらず、長時間保育料の高い方の利用区

分（コース）の金額を月額とします。 

⑥長時間保育の利用を開始または利用区分（コース）の変更をする場合は、利用希望開始日の１０日前まで

に申込書を園へ提出してください。 

対象児童 ※兄弟姉妹の同時入園の条件はありません。 保育料 長時間保育料 副食費 

第２子 
保護者が、１８歳まで（高等学校３年生該

当年齢の年度末まで）のお子さんを２人以

上養育している場合の２番目の児童 

免 除 
（無料） 

免除対象外 免除対象外 

第３子以降 
保護者が、１８歳まで（高等学校３年生該

当年齢の年度末まで）のお子さんを３人以

上養育している場合の３番目以降の児童 

免 除 
（無料） 

免 除 
（無料） 

免 除 
（無料） 

  
  

  

7：30 18：00 

保育園 

仕事 

8：00 17：30 
30 分 

 

30 分 

 

保育必要量 

■イメージ図（就労時間：８時～１７時３０分、移動時間：３０分の場合） 

利用時間 



 

４ 保育料・長時間保育料・副食費の納付方法について 

原則として、保育料・長時間保育料・副食費は、保護者の指定口座から振替により納付をお願いして

おります。令和８年度保育料の口座振替日（納付期限）は下記のとおりです。口座振替日（納付期限）

は月末ですが（１２月分を除く）、月末が金融機関の休業日にあたる場合はその翌日、翌日も休業日に

あたる場合は翌々日になります。口座振替の２～３日前には残高をご確認ください。保護者のかたが指

定された口座の残高が保育料・長時間保育料・副食費の合算額より少ない場合、全て振替できませんの

で、ご留意ください。 

◆ 認定こども園の保育料・長時間保育料・副食費、私立保育園の副食費は、園にて徴収させていた

だきます。各園の納付方法・納付期限に従って、ご納付ください。 

◆ 口座振替依頼書は市内各金融機関、保育園、保育課及び各支所にあります。振替手続きが済んで

いないかた、振替用口座の変更を希望されるかたは、各保育園または各金融機関、保育課及び各支所

の窓口で申請してください。（申請の２か月後を目安に、お申込みの口座で振替が始まります。） 

 

口座振替を申し込みする必要がない方 

・兄姉等が保育園に在園し、保育園保育料の口座振替をされている方 

・３歳以上児で、私立保育園に入園希望で、長時間保育を利用しない方 

・認定こども園に入園を希望される方 

保 育 料 口座振替日（納付期限） 保 育 料 口座振替日（納付期限） 

 ４ 月分 ４月３０日（木） １０ 月分 １１月２日（月） 

 ５ 月分 ６月１日（月） １１ 月分 １１月３０日（月） 

 ６ 月分 ６月３０日（火） １２ 月分 １２月２５日（金） 

 ７ 月分 ７月３１日（金）  １ 月分 ２月１日（月） 

 ８ 月分 ８月３１日（月）  ２ 月分 ３月１日（月） 

 ９ 月分 ９月３０日（水）  ３ 月分 ３月３１日（水） 

令和３年４月から、コンビニ等で納付できるようになりました。ご希望の方は、保育課にお問い合わ

せください。すでに口座振替登録をいただいている方は、口座振替による納付が可能です。 

５ 保育料Ｑ＆Ａ 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

（ 問合先 子ども部保育課入園担当 電話 0563-65-2110 ） 

修正申告等した場合 

市町村民税額の変更により保育料が変更される場

合がありますので、確定申告書の写し等を保育課

へお持ちください。保育料が変更される場合は翌

月の保育料からの変更となります。 

家庭状況に変更（結婚・離 

婚・死亡など）があった場合 

保護者や世帯員の変更により保育料が変更される

場合がありますので、保育課へご連絡ください。 

保育園（認定こども園）を月

途中で退園する場合  

保育料は退園日までの日割り計算になります。 

なお、その月の保育料は納付書にて納めていただ

く場合があります。遅くとも退園日の１０日前ま

でに「退園届」を在籍園または保育課へ提出して

ください。 


